
令和５年第１２回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   令和５年８月３日（木） 

２ 場 所 宝塚市役所２-４会議室 

３ 開会時間  午後２時００分 

４ 閉会時間  午後３時００分 

５ 出席した委員の氏名 

 五十嵐 孝教育長、篠部 信一郎委員、木野 達夫委員及び松浦 一枝委員 

６ 除斥した委員の氏名 

７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者 

管理部長       髙田 輝夫 

学校教育部長     坂本 三好 

社会教育部長     番庄 伸雄 

 

管理室長        福井 健介 

学校教育課長      平野 聖幸 

社会教育課長      河合 晋一 

教育企画課係長     板垣 慎一郎 

学校教育課係長     小椋 文也 

スポーツ振興課係長   田中 太樹 

 

 
８ 会議の書記 

教育企画課事務職員  中瀬 陽子 

 

９ 議題 
議案第１７号 公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公民館） 

の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて 
議案第１８号 公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館並びに宝塚 

市立高司グラウンド、宝塚市立売布北グラウンド及び宝塚市立花屋敷グラウ 

ンド）の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて 

報告事項 宝塚市立公民館の指定管理者の候補者選定について（答申） 

報告事項 宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館並びに高司グラウンド、売布北グ 

ラウンド及び花屋敷グラウンドの指定管理者の候補者選定について（答申） 

報告事項 令和５年（２０２３年）度６月における宝塚市立学校の「いじめ事案」について 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 ２時００分 ───────────── 

五十嵐教育長 令和５年第１２回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。 

 傍聴希望の方はいらっしゃいますか。 

福井室長   おられません。 

五十嵐教育長 本日の署名委員は松浦委員でございます。よろしくお願いします。 

 本日の付議案件は、議決事項２件、議決事項以外の案件３件 

です。 

なお、本日は、石井委員から欠席の通知を受けております。地方教育行 

政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、過半数の委員 

の出席がありますので、本会が成立する旨報告いたします。 

それでは、進行について事務局からお願いします。 

福井室長    本日の付議案件は、議決事項２件、議決事項以外の案件３件です。案件 

は一覧のとおりです。議案第１７号報告及びこれに関連する答申の報告に 

ついては、一括での審議をお願いします。また、議案第１８号及びこれに 

関連する答申の報告については、一括での審議をお願いします。 

 なお、報告事項 令和５年（２０２３年）度６月における宝塚市立学校の 

いじめ事案についてきましては個人に関する情報が含まれるため、非公開 

でお願いします。 

 審議の順番としましては、議案第１７号及び報告事項、議案第１８号及び 

報告事項、報告事項 令和５年（２０２３年）度６月における宝塚市立学 

校の「いじめ事案」の順でお願いします。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

五十嵐教育長 それでは、議案第１７号 公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公

民館及び宝塚市立西公民館）の指定管理者の指定について意見を申し出るこ

とについて、報告事項 宝塚市立公民館の指定管理者の候補者選定につい

て（答申）、担当課より一括して説明をお願いいたします。 

番庄部長   それでは、議案第１７号 公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東 

公民館及び宝塚市立西公民館）の指定管理者の指定について意見を申し出 



令和５年第１２回会議録 

 

－ 2 － 

ることについて、議案及び報告を一括して提案理由及び内容を御説明申 

し上げます。 

 本件は、宝塚市立中央公民館、東公民館及び西公民館における指定管理 

期間が令和６年（２０２４年）３月３１日をもって満了となるため、令和 

６年（２０２４年）４月１日から令和１１年（２０２９年）３月３１日ま 

での間の指定管理者の指定について、市議会の議決をいただく必要がある 

ため、市議会議案の提出について市長に意見を申し出るものです。 

 内容につきましては、報告事項として綴っております「宝塚市立公 

民館の指定管理者の選定について（答申）」をご覧ください。概要とし 

ましては、今回は宝塚市指定管理者選定委員会条例第２条の規定に基づき、 

宝塚市立公民館指定管理者選定委員会に令和５年５月１７日付けで諮問し 

た内容が答申として提出されましたのでこれを受領したものです。 

 内容についてご説明させていただきます。 

 ２ページをご覧ください。 

宝塚市立公民館指定管理者選定委員会 西本 望委員長より答申をお 

預かりしております。宝塚市教育委員会５月１７日付諮問第１号であり 

ました標記の件について、指定管理者の候補者を選定しましたので答申 

します、というものです。選定の目的としては、この３館につきまして 

は、指定管理期間の満了を迎えるということから、次期、指定管理者を 

選定するということで、選定委員会において選定を行いました。選定す 

る施設については、この３館となります。申請の状況についてご報告い 

たします。以下の１社から申請がありました。アクティオ株式会社とい 

うところです。審議の内容について触れさせていただきます。 

（1）選定委員会の委員としましては、委員長として西本望 武庫女 

子大学教育学部教授以下６名、合計７名の委員により審査を行ったとこ

ろです。 

３ページをご覧ください。 

（2）選定の経緯としましては、第１回選定委員会を５月１７日に行い、

募集要項及び業務仕様書、選定の基準等について決定を行いました。公
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募期間としましては令和５年６月１日から３０日までの１カ月間としま

した。現地説明会は６月９日に行っております。第２回選定委員会では、

書類審査をしました。これは選定委員会より、一度、書類審査のため会を

開いた方がいいという決定によるものでした。第２回選定委員会は７月

１９日に予備審査ということで書類審査を行い、第３回選定委員会は７月

２５日にプレゼンテーション審査の実施及び指定管理者候補者の決定を行

いました。審査方法としましては、採点項目（１５項目）と配点

（１２０点満点）を設定し、提出された申請書類並びにプレゼンテーショ

ン及び質疑応答の内容を審査し、各項目を５段階で評価することとしまし

た。選定に際しては、委員ごとの評価点合計の１位の判定が最も多い団体

等に決定することとしました。また、委員７人の評価点を合計して

１２０点×７名で８４０点満点としました。５０４点（６０％）を必要最

低点数と定め、この点数に満たない者は候補者に選定されないこととしま

した。 

 選定結果でございます。採点としましては、このアクティオ株式会社 

の総評価点は８４０点満点中５５１点（６５．６％）で、必要最低点数 

５０４点（６０％）を上回っていました。 

これら各委員の審査結果に基づいて委員会で審議を行った結果、以下

の申請者を指定管理者の候補者として選定することが適当であると決定

しました。所在地は東京都目黒区、名称はアクティオ株式会社、代表者は 

代表取締役社長 淡野文孝氏となっております。選定理由としまして、選

定にあたり特に評価された点を列記しております。宝塚市の地域の特性及

び各公民館の状況並びに社会教育委員の会議からの意見書を把握した上で、

事業提案をされたことが挙げられます。一例として、趣味などに特化した

カルチャー事業だけではなく、社会教育施設としての公民館のあり方に鑑

みた地域課題や地域づくりにつながる場としての事業を展開している実績

を今後も推進していくことで、公民館を中心とした市民力、地域力の向上

が期待できます。 

４ページでございます。 
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その他、財務状況についても確認いたしました。光熱水費、物価高騰な

ど経済状況の変化が多いなか、状況下貸借対照表、損益計算書より財務基

盤が安定していることが確認され、評価されました。 

以上を踏まえ、本委員会としては、同社を指定管理者の候補者として選

定することが適当であると決定しました。 

一方で、当該団体等を指定管理者の候補者として選定するに当たり、本

委員会としては特に以下の点について十分な理解と配慮を求め、提案内容

を誠実かつ確実に履行するよう努められることを望みますということで、

付帯意見として４項目挙げております。 

１つ目は、現在、公民館に従事している職員の継続雇用及び労働条件を

適法遵守し、公民館の職員に対する研修計画を策定し実施すること。２つ

目はまちづくり協議会、学校及び社会福祉協議会等の市内で活動している

団体と連携、交流に取り組むこと。３つ目は事業について、公民館での実

施だけでなく、市内の各地域へアウトリーチを含む事業展開を取り組むこ

と。４つ目は情報発信について、紙媒体での周知とともにＳＮＳ等を積極

的に活用することで、多世代に対し、公民館事業等の情報発信に取り組む

こと。４点を付帯意見として付けております。５ページは審査結果を挙げ

ております。点数と得点率を改めて挙げています。６ページにつきまして

は、各審査員の点数を挙げております。７ページにつきましては、この団

体がどのような活動をしているかの概要です。名称はアクティオ株式会社、

所在地、資本金としては９９，０００千円、国内での事業所数は１２個所、

従業員数は２，３６７人ということになっております。業務概要はここに

書かれているとおりでございます。 

諮問に対する答申という形で、西本委員長よりお預かりしている内容で

ございます。これを基に、議案という形で市長の方に意見をお願いしたい

ところです。説明は以上です。 

五十嵐教育長 ありがとうございました。 

今の説明について、何かご質問等はありますか。 

では、木野委員。 
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木野委員   令和６年３月で満了する指定管理者は、アクティオ株式会社とは別のとこ

ろですか。 

番庄部長   現在の指定管理者は、アクティオ株式会社でございます。結果的には、引

き続きアクティオ株式会社になるということです。 

木野委員   同じところなのですね。 

番庄部長   同じところです。 

木野委員   必要最低点を上回っていますし、答申も出ているので反対する理由はない

のですが、１社しか応募が無かった理由は何か考えられますか。 

河合課長   簡潔にはなりますが、前回募集した際と全く同じ方法で募集いたしました。

例えばインターネットや広報紙、各種まとめサイト等、広報手段としては全

く同じ方法で、前回は沢山の応募がありました。応募した５社の内、１社選

んだのがアクティオさんでした。実績と規模の大きいアクティオが今回も応

募したため、他団体では遠慮されたということが考えられます。募集方法は

前回と同じであり、現地説明会ではもう１社が来ておられたので、周知とい

う点では行き渡っていたと考えています。 

五十嵐教育長 現地説明会では、２社来ていたのですか。 

河合課長   ２社の内１社については応募されずに、実際に応募されたのはアクテ

ィオだけでした。 

五十嵐教育長 他にご質問はございますか。 

 私から質問します。評価者の審査票を見ると、お１人非常に厳しい採点 

をされているのですが、これは協議の中でどのようなご意見をお持ちだ 

ったのでしょうか。このＣの委員の方。概ね、評定の半分以下の採点の 

ようですが。 

番庄部長   Ｃ委員につきましては、社会教育について非常に造詣のある先生で、

逆にこの先生から選定されると、高得点であればかなりの評価である、

ということになるのですが、かなり厳しい見立てをされています。それ

と、指定管理者制度そのものが本当に公民館事業において馴染むのか、

というところに少し疑念をもたれている感があります。結果、いずれの

団体についても低い点数ということで厳しい評価をいただいたというこ
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とです。特に専門職を大切にできるのか、というところをかなり指摘さ

れていたように感じております。 

五十嵐教育長 答申の結果について、ご自身は厳しい評価をされていますけれども、採択

されたところでは納得されているとういことですね。 

番庄部長   最終的には委員長が決を採る中で、自分の点数はこれであるけども、 

委員会の全体の決定としてはそれに従う、なおかつ、これで良いとい 

うことでの確認はいただいた上での答申となっております。 

五十嵐教育長 松浦委員。 

松浦委員   必要最低点というのが５０４点ということで、アクティオの５５１点

は、決して凄く高い点数で選定されたということではなかったと思いま

す。答申では評価された点とうことは書かれているのですが、アクティ

オの弱い部分というのはどんなところが指摘されていたのですか。 

番庄部長   アクティオにこれから期待したい部分ということで付帯意見が付され

たということですので、付帯意見の内容が厳しい点数に繋がったと思いま

す。先ほど職員を大切にできますか、という質問はすなわち雇用条件で

あるとか、公民館の職員に対する研修をしっかりしていってください、

という意見につながります。また、まちづくり協議会への参加や、学校連

携を活発に行って欲しいという厳しいご指摘の裏返しとなっております。

事業についてはアウトリーチを含む事業展開をして欲しい等、１社である

上にかなり厳しいやりとりがある中、これらを付帯意見としたことが弱点

の指摘事項であり、伸びしろであると思います。 

松浦委員   付帯事項の４番のところ、ＳＮＳ等をもっと活用して周知して欲しい、

ということですが、今現在はそういうことをされていない、ということ

ですか。 

番庄部長   あまり目に見えて積極的にＳＮＳ等を活用していない為、ご指摘はごも

っともだと思います。一方でかなり高齢の方がお使いになるということ

も公民館の特徴で、まだまだ紙媒体は必要だという意見もあります。そ

れでも、年を追うごとにＳＮＳ等が浸透していくとは思うのですが、ま

だまだかかりそうです。紙媒体も大事ですが、ＳＮＳも上手に使って色
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んな世代に広く知らせてください、という願いを込めたメッセージになっ

ています。 

篠部委員   引き続きと言う事なので特に反対はないのですが、６月に東公民館へ

視察に行きまして、非常に施設が立派なのに回転率が悪いと言いますか、

あまり使われていない所もあったので、非常にもったいないなと思った

ので、施設の使用者が増えるように言っていただきたいと思います。 

五十嵐教育長 他にご意見、ご質問はございませんか。 

 今、篠部委員からご指摘ありましたけれど、それぞれの公民館の稼働

率というのはどうなっていますか。 

河合課長   令和４年度ですが、件数でいきますと中央公民館が９，８００件、令

和３年度が８，４００件でしたので、年間通して１，４００件アップと

なっております。東公民館を見ていきますと、令和４年度の

８，８３４件に対して、令和３年度は６，８９４件で２千件程アップ、

西公民館も、６，７００件対して４，７００件で２千件程アップという

ことです。総数でみますと令和４年度が２５，４１３件に対して、令和

３年度が２０，０９４件で、おおよそ５千件程の件数が上がっておりま

した。利用者数としましては、令和４年度が全部屋数に対する利用率に

なるのですが４５％の稼働率で、令和３年度が３８％でした。コロナ禍

だったので稼働率は低くなっていたのですが、コロナ明けということで

令和４年度から徐々に利用者が増えて４５％ぐらいに上がりました。コロ

ナ前は５５％くらいで推移していましたので、そこの値に近づいている

のではないかなと思います。 

五十嵐教育長 とは言え、５０％は切っているのですね。 

河合課長   そうですね、あくまで部屋の件数なので。 

五十嵐教育長 貸館の収入を考えると、仮に利用率が１００％になれば収入は倍になりま

すよね。当然、指定管理を受けるところについては、収益が上がる方が良い

はずですが、それを上げるための何か取組は特徴的に出てきたことはあるの

でしょうか。 

 情報発信をという付帯意見がついていますが。 
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番庄部長   もちろん提案の中ではＳＮＳの活用とか、空き室を使った自主事業の 

展開とか、とにかく来ていただく方を増やすという提案がございました。

他には、自習スペースについて空いているところを子どもたちに使っ 

てもらおうとか、面白い取組と思ったのは、利便性の向上のために移動 

用の鏡を置きレッスンで使えるような、利用者そのものの利便性サービ 

スの向上を図ろうとか、若い人たちも使えるような工夫についても貢献 

していきたいという発信が申請の中ではみられました。十分とは言い切 

れませんがコロナ禍からの、一定の集客努力は期待できるという風に考 

えております。 

五十嵐教育長 公民館は、Wi-Fiは利用できるのですか。 

河合課長   利用出来ます。 

五十嵐教育長 どこで出来るのですか。 

河合課長   窓口の施設でWi-FiのSSIDを使って無料で利用することが出来ます。 

五十嵐教育長 ということで、今後の経営努力というのも含めての評価。今の指定管理者

であるアクティオに、引き続き５年間、選定するという答申をいただいたこ

とになります。 

 他にご意見、ご質問はございませんか。 

 それでは報告事項としましては以上としまして、次に議案第１７号 公 

の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公民館） 

の指定管理者の指定について意見を申し出ることについて、は原案どおり 

可決ということでよろしいでしょうか。 

委員     （ 承認 ） 

五十嵐教育長 ありがとうございます。 

それでは、続きまして議案第１８号 公の施設（宝塚市立スポーツセン 

ター及び宝塚市立末広体育館並びに宝塚市立高司グラウンド、宝塚市立売布 

北グラウンド及び宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指定について 

意見を申し出ることについて、報告事項 宝塚市立スポーツセンター及び 

末広体育館並びに高司グラウンド、売布北グラウンド及び花屋敷グラウンド 

の指定管理者の候補者選定について（答申）、担当課より一括して説明をお 
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願いいたします。 

番庄部長   議案第１８号 公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広

体育館並びに宝塚市立高司グラウンド、宝塚市立売布北グラウンド及び宝

塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指定について意見を申し出るこ

とについて、報告事項を含め、一括して提案理由を説明させていただき

ます。 

 本件は、宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館、高司グラウンド、

売布北グラウンド及び花屋敷グラウンドにおける令和６年４月１日から令

和１１年３月３１日までの間の指定管理者の指定について市長に意見を申

し出るものです。 

 報告事項と一括して説明させていただきます。まずは報告事項をご覧

ください。 

 宝塚市立スポーツ施設について令和６年度から令和１０年度までの間に、

当該施設を管理する指定管理者の候補者を指定するため、宝塚市指定管理者

選定委員会条例第２条の規定に基づき、宝塚市立スポーツ施設指定管理者選

定委員会に令和５年５月１９日付けで諮問しました。 

このたび、同委員会において候補者が選定され、答申を受領しましたので

報告します。 

２ページをご覧ください。宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会、

委員長 永田 隆子氏からの答申となっております。これは、５月１９日

付け宝塚市教育委員会諮問第３号で諮問のありました標記のことについて、

候補者を選定したので答申する、ということです。目的は、当該施設等に

つきまして令和６年（２０２４年）４月１日から令和１１年

（２０２９年）３月３１日までの期間における指定管理者を、宝塚市立ス

ポーツ施設指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という）において

決定された募集要項等及び選定基準に基づき適当な候補者の選定を行うも

のです。選定する施設（２）ですが、宝塚市立スポーツセンター及び宝塚

市立末広体育館これを一体的に管理できるもの、それとは別に宝塚市立高

司グラウンド、宝塚市立売布北グラウンド、宝塚市立花屋敷グラウンド、
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これはそれぞれ個別に（ア）（イ）（ウ）（エ）それぞれの施設の指定管

理者を選定するということです。それぞれの施設の持ち味と言いますか、

役割、立地条件も違いますので、それぞれに候補者を選んだという事です。

（３）申請の状況について、ご報告いたします。 

各施設の申請者でございますが、まず（ア）宝塚市立スポーツセンター及

び宝塚市立末広体育館、これらについては非公募による申請の受付を行った

ところ、公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社が申請されたということです。

次に、宝塚市立高司グラウンドにつきましては、公募による申請の受付を行

った結果、公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社と、宝塚ウエルネスライフ

グループより申請がありました。現在、管理を行っているのが宝塚ウエルネ

スライフグループということです。売布北グラウンドについては、公募によ

り公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社、宝塚ウエルネスライフグループ、

株式会社エスカルゴの３社から申請がありました。花屋敷グラウンドについ

ては、公募により公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社、国際ライフパート

ナー株式会社から申請がありました。現在の花屋敷グラウンドは、国際ライ

フパートナーが指定管理者です。審議内容ですが、まず永田隆子氏(武庫川

女子大学名誉教授)に委員長をお願いし、他４名による選定を行いました。

選定の経緯は、まず第１回選定委員会を５月１９日に行い、募集要項、業務

仕様書、選定基準の決定等を行いました。申請期間につきましては、先の公

募は６月１日から６月３０日までに応募いただきました。第２回選定委員会

は７月１４日に行い、ここで全ての事業者を呼び、書類審査及びプレゼンテ

ーション審査の実施、候補者の決定をしました。審査の方法としましては、

採点項目（１７項目）を決めて、配点（１２０点満点）を設定し、提出され

た申請書類並びにプレゼンテーション及び質疑応答の内容を審査し、各項目

を５段階で評価しました。選定に際しては、非公募の施設につきましては、

委員５人の評価点を合計して６００点満点とし、３６０点（６０％）を必要

最低点数と定め、この点数に満たない者は候補者に選定しないことにしまし

た。公募の施設につきましては、委員ごとの評価点合計の１位の判定が最も

多い団体等に決定することとし、また、評価点を合計して６００点満点とし、
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３６０点（６０％）を必要最低点数と定め、この点数に満たない者は候補者

に選定しないことにしました。 

選定結果につきましては、選定順で報告させていただきます。宝塚市立

スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館につきましては、公益財団法人

宝塚市スポーツ振興公社の総評価点が６００点満点中４６２点

（７７．０％）で、必要最低点数３６０点（６０％）を上回っていました。

これら各委員の審査結果に基づいて委員会で審議を行った結果、次の申請

者を宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館の指定管理者とし

て選定することが適当であると決定しました。小浜にある公益財団法人宝

塚市スポーツ振興公社で、理事長 田名網 陽子氏です。 

続いて、花屋敷グラウンドにつきまして、委員ごとの評価点合計におい

て１位の判定をした委員の数については、国際ライフパートナー株式会社

が５人中４人で総評価点は６００点満点中４７８点（７９．７％）という

結果となり、必要最低点数３６０点（６０％）を上回っていました。花屋

敷グラウンドの候補者としては国際ライフパートナー株式会社、代表取締

役 荒谷 明彦氏が最も適当と判断しました。次に売布北グラウンドです

が、委員ごとの評価点合計において１位の判定をした委員の数は、公益財

団法人宝塚市スポーツ振興公社が４人中４人でした。また、公益財団法人

宝塚市スポーツ振興公社の総評価点は４８０点満点中３６３点

（７５．６％）で、必要最低点数２８８点（６０％）を上回っていました。

これら各委員の審査結果に基づいて委員会で審議を行った結果、公益財団

法人宝塚市スポーツ振興公社、理事長 田名網 陽子氏が最も適当である

と認めました。続いて高司グラウンドにつきましては、４人中４人が１位

の判定し、また、合計点数は４８０点満点中３５６点（７４．２％）で、

必要最低点数２８８点（６０％）を上回っていました。これらの審査を行

った結果、公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社 田名網 陽子氏に選定

することが最も適当であると判断しました。 

スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館の管理者として公益財団法人

宝塚市スポーツ振興公社を選定した理由として、当施設３６年の管理実績
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を基に、市のスポーツ振興の基幹施設として安心・安全な施設管理を引き

続き行える団体として評価しました。公益財団法人として、利用料収入等

の剰余金を内部留保せず、広く市民がスポーツの機会を持ってもらうため

の事業を実施し、また施設の保全維持管理に取り組んでいるという点を評

価しました。更に宝塚市に欠かせない災害時における活動支援の拠点施設

として、阪神淡路大震災の災害対応を経験した職員も在職するため災害対

応のノウハウが活用でき、緊急時の危機管理体制が確立しているところを

評価しました。高齢者層・親子層・子ども層の各ニーズに合うよう、利用

者アンケートを活用したり、他市スポーツ施設の情報を収集したりして

１００以上の自主事業教室を開催している点も、評価しました。 

続いて高司グラウンド及び売布北グラウンドですが、両方ともスポーツ

振興公社が獲得したところです。候補者は以前、両施設の指定管理者とし

ての実績がありました。施設にとって必要な能力・技術・経験を有してい

る点で、評価されました。候補者は、宝塚市立スポーツセンター及び宝塚

市立末広体育館の指定管理者としてスケールメリットを活かし、市民や利

用者の意見を反映した管理運営が期待できるところが評価されました。施

設の立地環境を考慮した運営や事業展開が期待できるところも、評価のポ

イントになりました。また、長年培ってきた市内スポーツ団体との関係性

を活かした円滑な運営が、高司グラウンド及び売布北グラウンドで活かす

ことができるのではないか、というところも評価のポイントになりました。 

続いて花屋敷グラウンドにつきましては、国際ライフパートナーが候補

者と選定されましたが、利用者の声を聞いて、指定管理者として新たにテ

ニスコートに夜間照明を設置する考えが有ったり、施設の更なるサービス

向上、利用率アップが期待できること、引き続き、近隣住民や関連団体と

の良好な関係が期待できるということ、他の指定管理施設との連携を行い

新たな利用者獲得が期待できることから、選定に至りました。 

付帯意見として３項目あります。十分活躍して理解と配慮を求める、と

いう内容でございます。まず、宝塚市立スポーツセンター及び末広体育館

の指定管理者としての、スポーツ振興公社について、１つ目は利用者を含
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めた市民サービスの向上のため、人材育成をはじめとした研修を実施し、

接客業であることを個々の職員が意識を持って行動すること。２つ目は公

益財団法人宝塚市スポーツ振興公社が基幹施設の指定管理者であり、宝塚

市のスポーツ振興を職員全員が担っているという意識をもって管理運営を

行うこと。３つ目は公益財団法人であることを踏まえ、収益事業の拡充を

行い、収益金を維持管理や市民サービス向上に充てる循環形態の構築を目

指すこと、という付帯意見が付いています。 

次に、高司グラウンド並びに売布北グラウンドについてのスポーツ振興

公社についての付帯意見です。１つ目は現在の指定管理者とは交代となり

ますので、現在の指定管理者の良いところを継承したうえで、更なる施設

の魅力と利用率を高めるような運営管理をすること。２つ目は利用者のニ

ーズ及び地域のニーズを把握することで自主事業を充実させ、スポーツを

通じてあらゆる市民サービスの向上に結びつけること。３つ目は公益財団

法人であることを踏まえ、収益事業の拡充を行い、収益金を維持管理や市

民サービス向上に充てる循環形態の構築を目指すこと、と付帯意見が付い

ています。 

続いて、花屋敷グラウンドについての国際ライフパートナーの付帯意見

ですが、１つ目、現在管理を担っている実績はありますが、現状維持で満

足せず、管理する施設の特色を活かしたサービスの拡充や新しいチャレン

ジングなスポーツ事業を検討すること。２つ目は大会利用者と一般利用者

との円滑な施設利用について、更なる取組を期待したい。３つ目は事業収

益を活かし、市民サービスや施設の維持向上に結び付けることで、公の施

設として収益があるからそれを市民サービスに活かして欲しいとしていま

す。 

８ページは、スポーツセンターと末広体育館の指定管理者の選定につい

て５人の支持を集めまして、得点率は７７％、９ページはその個票となっ

ております。スポーツ振興公社の法人等の概要を１０ページ１１ページに

書いております。１２ページは、高司グラウンドについての選定結果です

が、１位の判定をした委員数が４人、ウエルネスライフグループはゼロ、
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点数については以下のとおりとなっております。 

得点率はスポーツ振興公社が７４．２％、相対評価において上位であり

６０％を満たしておりますので、選定の根拠になっております。１３ペー

ジはその個票となっております。１４ページはスポーツ振興公社の法人等

の概要、１６ページは売布北グラウンドの選定結果として３社応募があり、

４人の委員がスポーツ振興公社を支持したということです。得点率は

７５．６％、７１．０％、６０．４％となっております。１７ページには

それぞれの個票を付けております。１８ページ１９ページにはスポーツ振

興公社の法人等の概要、最後に２０ページですが、指定管理者制度の選定

における花屋敷グラウンドでございます。国際ライフパートナーについて

は４人が１位とし、スポーツ振興公社は１人ということになりました。結

果、得点率は７９．７％で国際ライフパートナーを適当としております。

２１ページはそれぞれの委員の個票となります。２２ページ以降は国際ラ

イフパートナーの法人等の概要を示しております。指定管理者業務の実績

や、有資格者の一覧表などを参考として付けさせていただいております。

いずれの団体も非常に意欲的にプロポーザルに参加いただきまして、しっ

かりした説明等をしていただいていると思います。後は委員それぞれのご

判定をいただいた結果が、以上のような答申に繋がっていると考えていま

す。答申を受け取り、議会の方にも諮っていきたいと考えております。 

以上でございます。 

五十嵐教育長 ありがとうございました。 

 スポーツ施設の指定管理者の選定についての説明でした。 

ご質問ありましたらお願いします。 

木野委員   先ほどと同じ質問になるのですが、現在の指定管理者は、スポーツセンタ

ーは現在と同じスポーツ振興公社に選定されたのですね。高司と売布北は現

在の指定管理者の良いところを承継した上で、ということで現在と変わるの

ですね。ここは現在、管理者はどちらですか。 

番庄部長   両方とも宝塚ウエルネスライフグループです。 

木野委員   今回も応募されてるのですね。花屋敷は現状と同じ、国際ライフパートナ
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ーですね。 

番庄部長   国際ライフパートナーが、引き続き指定管理者ということになります。 

木野委員   そうするとウエルネスライフグループは、現在は指定管理者だけども、次

回はスポーツ振興公社になるということですが、ここでウエルネスライフグ

ループが点数を伸ばせなかった要因は、簡単にどのあたりでしょうか。 

番庄部長   点数が全てでございます。それぞれの委員の採点結果が総評において相対

評価において、スポーツ振興公社がやや上ということになりました。私も協

議に立ち合いましたが、厳しいご意見もありました。何故、スポーツ振興公

社は前回落選したと思いますか、とかなり厳しいご質問を浴びせられる方が

おられました。その時に答えられたのは、前回はこのままで良いと思ってい

たが、やはり変えていかなければいけないという思いをもって、今回、新た

な提案を加えて提案をさせていただいたということでした。ウエルスライフ

グループは、逆に少しその辺り、現状維持のような説明になっていたのかな、

と思いました。やはり５年に一度、見極めるのが大事だと感じました。 

木野委員   そうですね。 

五十嵐教育長 他にご質問はございませんか。 

 では、私から。 

 それぞれの施設の利用者の方から、現状の運営について何かご意見はあり

ましたでしょうか。こうして欲しい、あれが欲しい、というような。 

番庄部長   それぞれの施設ですか。 

五十嵐教育長 はい。 

番庄部長   それぞれの施設においては、意見の投書箱を置きまして、施設面での

要望は「器具を置いて欲しい」「夜間照明を置いて欲しい」「備品を具

備して欲しい」というような要望のほか、特にスポーツセンターでは

１００以上の教室を持っていることから、利用時の不快感だとか、そうい

うご意見が寄せられることがあります。またスポーツセンターと末広体育

館だけで、約１００万人の方が利用者していらっしゃいますので、ご意

見とご要望が沢山寄せられているという施設の特徴があります。他の施

設はどちらかというと貸館がメインとなりますので、備品の要望などが多
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いのではないかと思っております。 

いずれも大切なことは、指定管理者は接客業という意識を持って、そ

れぞれ臨んでいただくということが大切ではないかと思っています。要

望や苦情に対する考え方については、それぞれ指定管理者として適当か、

その仕組みをもっているか、そのような提案も入っておりました。 

五十嵐教育長 ということは先ほどの説明の中の花屋敷グラウンドは、夜間照明を設置

するという方向でプロポーザルされたことが、一定評価されたわけですか。 

番庄部長   そうです。 

五十嵐教育長 スポーツセンターや末広については、沢山利用者がいる中で、利用者の

方々の要望にも応えようとするようなプロポーザルがあったわけですか。 

番庄部長   はい、要望に応えようという提案がありました。またスポーツセンター 

だけではなく、高司グラウンド売布北グラインドにも新しい提案を掘り 

起こしていたように審査員としては受け止めているようです。 

五十嵐教育長 今のお話だと、選定委員の皆様はそれぞれの施設を受けようとする指定管

理者の方々が、いかに利用者にとって心地よく運動できる施設になろうとす

る、これからの取組の様子を評価された、ということですね。 

番庄部長   はい。事務局としても期待できたから選定で終わりではなく、一緒に 

やっていかなければならない部分もありますので、しっかり指導するため 

にモニタリングという形で評価していこうと思います。 

松浦委員   高司グラウンドと売布北グラウンドは管理者が変わるのですが、管理 

者が変わっても使用についての申し込みのシステムや使用条件というの 

は全く今までどおりで変わらないと思うのですが、例えばスタッフの方 

というのはごっそり変わるのでしょうか。今、そこで働いておられる方 

です。 

田中係長   現在、ウエルネスライフグループが指定管理をする前には、今回選定 

されましたスポーツ振興公社が指定管理者をしていたのですが、スポー 

ツ振興公社からウエルネスライフグループに引き継ぐ時には、主要な担 

当者はウエルネスライフグループの社員が管理部として入っていただく 

ということがあったのですが、それに加えて主に施設整備は高齢者福祉事 
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業団の職員にしていただいており、そこに関しては同じような業務として 

引き継がれましたので、同じ人員体制、管理者以外に関しては同じよう 

な引き継がれ方をして管理することになりました。ですので、今回につ 

きましても、話次第にはなると思いますが、同じように同じ人員での施 

設管理を目指していくことになるのかと考えております。 

松浦委員   ではずっと同じ方々が、管理者だけが変わって働き続けておられる、

ということですね。 

 そうしましたら、こちらの付帯事項にあった接客は、その時の管理者

の 方 が 意 識 を 持 っ て や っ て く だ さ い 、 と い う こ と で す ね 。 

あんまり変わっていないということですね。 

番庄部長   それが逆に指摘事項になっている、というところにも繋がっていると

思います。今回、審査の中で「同じことをやっていてはいけない」とい

うことで評価された部分、逆に「継続的にやってほしい」部分、と両方

あったように思います。一番大事なことは、例え人が変わってもサービ

スの内容についてむしろ改善された、と思っていただけることが指定管

理者の責務だと思いますので、その辺り、先ほどの説明と重なりますが、

モニタリング等毎年評価を行うということと、やらせっぱなしにならない

ように月に一度は必ず指定管理者と一緒に意見交換を行い、状況確認を

行っておりますので、その中で状況に応じて市民の声が拾えているか確

認していきたいと思います。 

五十嵐教育長 では、他にご意見、ご質問はございませんか。よろしいでしょうか。 

 特に今、反対という声はなかったと思いますので、それでは報告事項

としましては以上としまして、議案第１８号 公の施設（宝塚市立スポ

ーツセンター及び宝塚市立末広体育館並びに宝塚市立高司グラウンド、

宝塚市立売布北グラウンド及び宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理

者の指定について意見を申し出ることについて、は原案通り可決でよろ

しいでしょうか。 

委員     （承認） 

五十嵐教育長 ありがとうございました。 
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 それでは続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の報告 

は非公開といたします。報告事項 令和５年（２０２３年）度６月にお 

ける宝塚市立学校の「いじめ事案」について、担当課より説明をお願い 

いたします。 

 

 【非公開での案件の審議あり】 

 

五十嵐教育長 それでは、この件は以上とします。 

本日の予定の案件は以上ですが、他にご報告いただくことはございます

か。 

福井室長   ございません。 

五十嵐教育長 それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

 ─────────── 閉会 午後 ３時００分 ───────────── 

 


